
感染症・食中毒集団
発生時の報告のお願い
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報告の根拠

■通知

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告に

ついて（平成17年２月22日付け厚生労働省通知）

※令和５年４月28日付け厚生労働省通知により、

内容が一部改正



報告の対象となる施設

■介護・老人福祉関係施設

■生活保護施設

■ホームレス関係施設

■児童・婦人関係施設等

■障害関係施設

■その他施設 等



報告の基準

【報告が必要な場合】

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は

重篤患者が1週間以内に２名以上発生した場合

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は

全利用者の半数以上発生した場合

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の

発生が疑われ、特に施設長が必要と認めた場合

【報告先】

・ 市町村等の社会福祉施設等主管部局 及び

・ 保健所

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

（平成17年２月22日付け厚生労働省通知）



報告様式について➀

【保育所を除く入所・通所施設用】（様式１）
感染症等発生時における保健所及び市町村社会福祉施設等主管
部局への報告用紙

【保育所用】（様式２）
保育所における感染症等発生時の保健福祉事務所及び市町村
社会福祉施設主管部局への報告用紙
（インフルエンザ疾患を含む）

◎作成にあたっては、別紙「記入上の注意」をご確認ください
「社会福祉施設における感染症等発生に係る報告基準の変更について」

（令和6年11月1日付健康福祉部長・県民文化部長通知）



報告様式について➁

【佐久保健所様式】

マスク着用し、
出勤予定



報告を受けた保健所の対応

• 施設の概要や発症者の状況等について

• お聞きします
感染状況等の確認

• 感染対策の状況等をお聞きし、必要に

応じて電話や施設訪問等にて感染対策

を一緒に検討します

感染対策等の確認

• 感染症・食中毒の集団発生が終息した

と判断できるまで状況確認を行います
経過確認



最近の感染症・
食中毒の発生状況
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佐久保健福祉事務所管内 社会福祉施設からの集団発生報告

（令和５年～令和６年）

新型コロナ インフルエンザ 手足口病 感染性胃腸炎 サルモネラ

令和5年5月8日まで新型コロナウイルス
感染症は集団発生の報告基準が異なって
いたため、計上していない N=111

（件数）



具体的な事例➀ 手足口病
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保育所 手足口病 日別患者数（発症曲線）

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

（人）

園児・職員合わせて10名発症
報告基準に達する



具体的な事例➁
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高齢者施設 新型コロナ日別患者数（発症曲線）

利用者 職員

利用者・職員合わせて10名発症
報告基準に達する

この事例で保健所に
報告が入った日

（人）



報告様式の場所

佐久保健福祉事務所（佐久保健所）ホームページ

「社会福祉施設等における感染症発生時等に

係る報告について」と検索してください。


